
令和８年１月

条項 誤 正

第29条第１項

令第９条で定める規模（前条の規
定により建築の規模を定めている
特別特定建築物にあっては、同条
で定める規模）以上の特別特定建
築物を建築しようとする者は、当
該特別特定建築物を令第11条から
第24条までに規定する建築物移動
等円滑化基準に適合させなければ
ならない。

令第９条で定める規模（前条の規
定により建築の規模を定めている
特別特定建築物にあっては、同条
で定める規模）以上の特別特定建
築物を建築しようとする者は、当
該特別特定建築物を令第11条から
第25条までに規定する建築物移動
等円滑化基準に適合させなければ
ならない。

第29条第２項

前項の規定にかかわらず、床面積
の合計が前条で定める規模以上
500平方メートル未満の特別特定
建築物（公衆便所を除く。）を建
築しようとする者は、当該特別特
定建築物を令第19条および第25条
に規定する建築物移動等円滑化基
準に適合させなければならない。

前項の規定にかかわらず、床面積
の合計が前条で定める規模以上
500平方メートル未満の特別特定
建築物（公衆便所を除く。）を建
築しようとする者は、当該特別特
定建築物を令第20条および第26条
に規定する建築物移動等円滑化基
準に適合させなければならない。

第30条第１項１号　ア

令第11条から第13条まで、第14条
第１項第１号、同条第２項、第16
条、第21条（令第20条第２項の規
定による案内設備または同条第３
項の規定による案内所を設ける場
合に限る。）、第22条および第24
条に規定する建築物移動等円滑化
基準によるもの

令第11条から第13条まで、第14条
第１項、同条第２項、同条第４
項、第17条、第22条（令第21条第
２項の規定による案内設備または
同条第３項の規定による案内所を
設ける場合に限る。）、第23条お
よび第25条に規定する建築物移動
等円滑化基準によるもの

第30条第１項１号　イ

令第18条第１項第２号および第３
号に掲げる場合における移動等円
滑化経路にあっては、同条第１
項、同条第２項第１号（階から階
に至る階段を除く。）、第２号、
第６号および第７号（イおよびニ
⑴を除く。）ならびに同条第３項
に規定する建築物移動等円滑化基
準によるもの

令第19条第１項第２号および第３
号に掲げる場合における移動等円
滑化経路にあっては、同条第１
項、同条第２項第１号（階から階
に至る階段を除く。）、第２号、
第６号および第７号（イおよびニ
⑴を除く。）ならびに同条第３項
に規定する建築物移動等円滑化基
準によるもの

正誤表
　「練馬区福祉のまちづくり推進条例　施設整備マニュアル【建築物】（資料編）」の印刷冊子について、以下の
とおり、訂正いたします。

　　　　※令和５年10月１日および令和７年６月１日改正施行分も含みます。

（１）練馬区福祉のまちづくり推進条例　（※令和５年10月および令和７年6月のみ）



条項 誤 正

第32条第３項

前２項の規定は、令第18条第２項
第５号に規定する基準を満たすエ
レベーターおよびその乗降ロビー
を併設する場合には、適用しな
い。ただし、主として高齢者、障
害者等が利用する階段について
は、この限りでない。

前２項の規定は、令第19条第２項
第５号に規定する基準を満たすエ
レベーターおよびその乗降ロビー
を併設する場合には、適用しな
い。ただし、主として高齢者、障
害者等が利用する階段について
は、この限りでない。

第33条第３項 新設

第１項の便所のうち１以上に、車
椅子使用者用便房を１以上（当該
車椅子使用者用便房に男子用およ
び女子用の区別があるときは、そ
れぞれ１以上）設けなければなら
ない。

第33条第４項第３号
※令和７年６月１日改正によ

り、第３項→第４項へ

以下、
項番号が繰り下がり、
第４項→第５項
第５項→第６項

別表第３の左欄に掲げる特別特定
建築物の建築の規模が、床面積の
合計2,000平方メートル以上であ
る場合
立って着替えを行うことができる
設備を設けた便房を１以上設ける
こと。

別表第３の左欄に掲げる特別特定
建築物の建築の規模が、床面積の
合計2,000平方メートル以上であ
る場合
立って着替えを行うことができる
設備を設けた便房を１以上設け、
当該便房および便所の出入口に
は、その旨の表示を行うこと。

第36条第２項

前項の車椅子使用者用駐車施設を
設ける場合には、当該車椅子使用
者用駐車施設またはその付近に、
令第18条第１項第３号に規定する
経路についての誘導表示を設けな
ければならない。ただし、中規模
建築物および中規模共同住宅につ
いては、この限りでない。

前項の車椅子使用者用駐車施設を
設ける場合には、当該車椅子使用
者用駐車施設またはその付近に、
令第19条第１項第３号に規定する
経路についての誘導表示を設けな
ければならない。ただし、中規模
建築物および中規模共同住宅につ
いては、この限りでない。

第37条第２項

建築物（幼稚園、保育所、母子生
活支援施設および理髪店、クリー
ニング取次店、質屋、貸衣装屋そ
の他これらに類するサービス業を
営む店舗を除く。）に、地上階ま
たはその直上階もしくは直下階の
みに利用居室を設ける場合には、
道等から当該利用居室までの経路
（当該地上階とその直上階または
直下階との間の上下の移動に係る
部分に限る。）のうち１以上を、
令第18条第２項第１号から第６号
までおよび前項第１号から第４号
までの基準に適合させなければな
らない。ただし、中規模建築物に
ついては、この限りでない。

建築物（幼稚園、保育所、母子生
活支援施設および理髪店、クリー
ニング取次店、質屋、貸衣装屋そ
の他これらに類するサービス業を
営む店舗を除く。）に、地上階ま
たはその直上階もしくは直下階の
みに利用居室を設ける場合には、
道等から当該利用居室までの経路
（当該地上階とその直上階または
直下階との間の上下の移動に係る
部分に限る。）のうち１以上を、
令第19条第２項第１号から第６号
までおよび前項第１号から第４号
までの基準に適合させなければな
らない。ただし、中規模建築物に
ついては、この限りでない。



条項 誤 正

第37条第４項

令第18条第１項第１号に規定する
経路を構成する敷地内の通路が地
形の特殊性により第１項第５号の
規定によることが困難である場合
において、同項および第２項の規
定は、当該経路を建築物の車寄せ
から利用居室までの経路として適
用する。

令第19条第１項第１号に規定する
経路を構成する敷地内の通路が地
形の特殊性により第１項第５号の
規定によることが困難である場合
において、同項および第２項の規
定は、当該経路を建築物の車寄せ
から利用居室までの経路として適
用する。

第37条第５項

移動等円滑化経路を構成する敷地
内の通路が地形の特殊性により令
第18条第２項第７号（イおよびニ
⑴を除く。）および第１項第５号
の規定によることが困難である場
合（中規模建築物における場合に
限る。）は、当該敷地内の通路
（令第18条第１項第２号および第
３号に掲げる場合における移動等
円滑化経路を構成する敷地内の通
路に限る。）については、令第18
条第２項第１号の規定は適用しな
い。ただし、主として高齢者、障
害者等が中規模建築物を円滑に利
用することができる措置を講じな
ければならない。

移動等円滑化経路を構成する敷地
内の通路が地形の特殊性により令
第19条第２項第７号（イおよびニ
⑴を除く。）および第１項第５号
の規定によることが困難である場
合（中規模建築物における場合に
限る。）は、当該敷地内の通路
（令第19条第１項第２号および第
３号に掲げる場合における移動等
円滑化経路を構成する敷地内の通
路に限る。）については、令第19
条第２項第１号の規定は適用しな
い。ただし、主として高齢者、障
害者等が中規模建築物を円滑に利
用することができる措置を講じな
ければならない。

第38条の２第２項第２号

一般客室内の１以上の便所および
１以上の浴室等の出入口の幅は、
70センチメートル以上とするこ
と。

一般客室内の１以上の便所および
１以上の浴室等の出入口の幅は、
75センチメートル以上（一般客室
の床面積（和室部分および同一客
室内に複数の階がある場合におけ
る当該一般客室の出入口のある階
の部分以外の部分の床面積を除
く。第４号において同じ。）が15
平方メートル未満の場合にあって
は、70センチメートル以上）とす
ること。

第38条の２第２項第４号 新設

第２号の規定に該当する便所およ
び浴室等の出入口に接する通路そ
の他これに類するもの（当該出入
口に接して脱衣室、洗面所その他
これらに類する場所が設けられて
いる場合にあっては、当該出入口
を除く当該場所の１以上の出入口
およびこれに接する通路その他こ
れに類するもの）の幅は、100セ
ンチメートル以上（一般客室の床
面積が15平方メートル未満の場合
にあっては、80センチメートル以
上）とすること。



条項 誤 正

第38条第２項第７号

当該特定経路を構成する敷地内の
通路は、令第16条の規定によるほ
か、つぎに掲げるものであるこ
と。

当該特定経路を構成する敷地内の
通路は、令第17条の規定によるほ
か、つぎに掲げるものであるこ
と。

第39条第１項

建築物の増築または改築（用途の
変更をして特別特定建築物にする
ことを含む。以下「増築等」とい
う。）をする場合には、第31条か
ら第37条までの規定（共同住宅に
あっては第31条から第38条まで、
前条第１項に規定するホテルまた
は旅館にあっては第31条から第37
条までおよび前条の規定）は、つ
ぎに掲げる建築物の部分に限り、
適用する。

建築物の増築または改築（用途の
変更をして特別特定建築物にする
ことを含む。以下「増築等」とい
う。）をする場合には、第31条か
ら第37条までの規定（共同住宅に
あっては第31条から第38条まで、
前条第１項に規定するホテルまた
は旅館にあっては第31条から第37
条までおよび前条の規定）は、つ
ぎに掲げる建築物の部分（第２
号、第４号または第６号の経路が
２以上ある場合にあっては、いず
れか１の経路に係る部分）に限
り、適用する。

第39条第１項第２号

道等から前号に掲げる部分にある
利用居室、共同住宅の各住戸また
は前条第１項に規定するホテルま
たは旅館の一般客室までの１以上
の経路を構成する出入口、廊下
等、階段、傾斜路、エレベーター
その他の昇降機および敷地内の通
路

道等から前号に掲げる部分にある
利用居室、共同住宅の各住戸また
は前条第１項に規定するホテルま
たは旅館の一般客室までの経路を
構成する出入口、廊下等、階段、
傾斜路、エレベーターその他の昇
降機および敷地内の通路

第39条第１項第４号

第１号に掲げる部分にある利用居
室（当該部分に利用居室が設けら
れていないときは、道等）から車
椅子使用者用便房（前号に掲げる
便所に設けられるものに限る。）
までの１以上の経路を構成する出
入口、廊下等、階段、傾斜路、エ
レベーターその他の昇降機および
敷地内の通路

第１号に掲げる部分にある利用居
室（当該部分に利用居室が設けら
れていないときは、道等）から車
椅子使用者用便房（前号に掲げる
便所に設けられるものに限る。）
までの経路を構成する出入口、廊
下等、階段、傾斜路、エレベー
ターその他の昇降機および敷地内
の通路

第39条第１項第６号

車椅子使用者用駐車施設（前号に
掲げる駐車場に設けられるものに
限る。）から第１号に掲げる部分
にある利用居室（当該部分に利用
居室が設けられていないときは、
道等）または前条第１項に規定す
るホテルまたは旅館の一般客室ま
での１以上の経路を構成する出入
口、廊下等、階段、傾斜路、エレ
ベーターその他の昇降機および敷
地内の通路

車椅子使用者用駐車施設（前号に
掲げる駐車場に設けられるものに
限る。）から第１号に掲げる部分
にある利用居室（当該部分に利用
居室が設けられていないときは、
道等）または前条第１項に規定す
るホテルまたは旅館の一般客室ま
での経路を構成する出入口、廊下
等、階段、傾斜路、エレベーター
その他の昇降機および敷地内の通
路

第39条第２項

前項の規定にかかわらず、同項第
３号に規定する建築物の部分につ
いては、第33条第１項第１号、同
条第４項および第５項の規定は、
適用しない。

前項の規定にかかわらず、同項第
３号に規定する建築物の部分につ
いては、第33条第１項第１号、同
条第５項および第６項の規定は、
適用しない。

付則（施行期日）
※令和７年６月１日改正

新設

　
この条例は、令和７年６月１日

から施行する。



１　園路および広場

不特定かつ多数の者が利用し、ま
たは主として高齢者、障害者等が
利用する令第３条第１号に規定す
る園路および広場を設ける場合
は、当該園路および広場のうち１
以上は、つぎに掲げる基準に適合
させること。
ア 高齢者、障害者等が転落する
おそれのある場所には、柵、令第
11条第２号に規定する点状ブロッ
ク等および令第21条第２項第１号
に規定する線状ブロック等を適切
に組み合わせて路面に敷設したも
のその他の高齢者、障害者等の転
落を防止するための設備を設ける
こと。

不特定かつ多数の者が利用し、ま
たは主として高齢者、障害者等が
利用する令第３条第１号に規定す
る園路および広場を設ける場合
は、当該園路および広場のうち１
以上は、つぎに掲げる基準に適合
させること。
ア 高齢者、障害者等が転落する
おそれのある場所には、柵、令第
11条第２号に規定する点状ブロッ
ク等および令第22条第２項第１号
に規定する線状ブロック等を適切
に組み合わせて路面に敷設したも
のその他の高齢者、障害者等の転
落を防止するための設備を設ける
こと。

別表第６（第41条の３関係）
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　公共的建築物の建築等（新築を
除く。以下この条において同
じ。）をする場合においては、前
２項の規定の適用は、つぎに掲げ
る部分（第２号、第４号または第
６号の経路が２以上ある場合に
あっては、いずれか１の経路に係
る部分)に限るものとする。

　公共的建築物の建築等（新築を
除く。以下同じ。）をする場合に
おいては、前２項の規定の適用
は、つぎに掲げる部分（第２号、
第４号または第６号の経路が２以
上ある場合にあっては、いずれか
１の経路に係る部分)に限るもの
とする。

⑴　［略］ ⑴　［略］
⑵　道または公園、広場その他の
空地（以下「道等」という。）か
ら前号に掲げる部分にある不特定
かつ多数の者が利用し、または主
として高齢者、障害者等が利用す
る居室等（以下この条において
「利用居室等」という。）、共同
住宅等の各住戸またはホテルもし
くは旅館における車椅子使用者が
円滑に利用できる客室（以下「車
椅子使用者用客室」という。）以
外の各客室（以下「一般客室」と
いう。）までの経路を構成する出
入口、廊下（これに類するものを
含む。以下「廊下等」とい
う。）、階段、傾斜路、エレベー
ターその他の昇降機および敷地内
の通路

⑵　道または公園、広場その他の
空地（以下「道等」という。）か
ら前号に掲げる部分にある不特定
かつ多数の者が利用し、または主
として高齢者、障害者等が利用す
る居室等（以下この条において
「利用居室等」という。）、共同
住宅等の各住戸またはホテルもし
くは旅館における車椅子使用者が
円滑に利用できる客室（以下「車
椅子使用者用客室」という。）以
外の各客室（以下「一般客室」と
いう。）までの経路（当該利用居
室等が別表第３の11の項に掲げる
観覧席または客席である場合に
あっては、当該観覧席または客席
の出入口と車椅子の転回に支障が
ないことその他の車椅子使用者が
円滑に利用することができるもの
として、別表第３の11の項イに掲
げる基準に適合する場所（以下
「車椅子使用者用部分」とい
う。）との間の経路（以下「車椅
子使用者用経路等」という。）を
含む。）を構成する出入口、廊下
（これに類するものを含む。以下
「廊下等」という。）、階段、傾
斜路、エレベーターその他の昇降
機および敷地内の通路

⑶　［略］ ⑶　［略］
⑷　第１号に掲げる部分にある利
用居室等（当該部分に利用居室等
が設けられていないときは、道
等）から車椅子使用者が円滑に利
用することができる便房（前号の
便所に設けられているものに限
る。）までの経路を構成する出入
口、廊下等、階段、傾斜路、エレ
ベーターその他の昇降機および敷
地内の通路

⑷　第１号に掲げる部分にある利
用居室等（当該部分に利用居室等
が設けられていないときは、道
等）から車椅子使用者が円滑に利
用することができる便房（以下
「車椅子使用者用便房」とい
う。）（前号の便所に設けられて
いるものに限る。）までの経路
（当該利用居室が観覧席または客
席である場合にあっては、車椅子
使用者用経路等を含む。）を構成
する出入口、廊下等、階段、傾斜
路、エレベーターその他の昇降機
および敷地内の通路

（２）練馬区福祉のまちづくり推進条例施行規則

第９条第３項



条項 誤 正
⑸　［略］ ⑸　［略］

第９条第３項

⑹　前号に掲げる駐車場に設けら
れる車椅子使用者が円滑に利用す
ることができる駐車施設（以下
「車椅子使用者用駐車施設」とい
う。）から第１号に掲げる部分に
ある利用居室等（当該部分に利用
居室等が設けられていないとき
は、道等）または一般客室までの
経路を構成する出入口、廊下等、
階段、傾斜路、エレベーターその
他の昇降機および敷地内の通路

⑹　前号に掲げる駐車場に設けら
れる車椅子使用者が円滑に利用す
ることができる駐車施設（以下
「車椅子使用者用駐車施設」とい
う。）から第１号に掲げる部分に
ある利用居室等（当該部分に利用
居室等が設けられていないとき
は、道等）または一般客室までの
経路（当該利用居室が観覧席また
は客席である場合にあっては、車
椅子使用者用経路等を含む。）を
構成する出入口、廊下等、階段、
傾斜路、エレベーターその他の昇
降機および敷地内の通路

付則（施行期日）
※令和５年10月１日改正

新設
１　この規則は、令和５年10
　月１日から施行する。

付則（経過措置）
※令和５年10月１日改正

新設

２　この規則による改正後の練
　馬区福祉のまちづくり推進条
　例施行規則（以下「新規則」
　という。）別表第３、第４号
　様式、第６号様式および第21
　号様式（甲）の規定は、この
　規則の施行の日以後に着手す
　る建築等に係る協議または工
　事に係る届出について適用
　し、同日前に着手した建築等
　に係る協議または工事に係る
　届出については、なお従前の
　例による。
３　この規則の施行の際、現に
　存する特別特定建築物で、高
　齢者、障害者等の移動等の円
　滑化の促進に関する法律施行
　令（平成18年政令第379号）
　附則第４条第５号に掲げる類
　似の用途相互間における用途
　の変更をするものについて
　は、新規則別表第３の規定は
　適用しない。
４　この規則の施行の際、この
　規則による改正前の練馬区福
　祉のまちづくり推進条例施行
　規則の様式による用紙で現に
　残存するものは、所要の修正
　を加えて、なお使用すること
　ができる。



付則（施行期日）
※令和７年６月１日改正

新設
１　この規則は、令和７年６月１
日から施行する。

付則（経過措置）
※令和７年６月１日改正

新設

（経過措置）
２　この規則による改正後の練
　馬区福祉のまちづくり推進条
　例施行規則（以下「新規則」
　という。）別表第３および第
　４号様式から第９号様式まで
　の規定は、この規則の施行の
　日以後に着手する建築等に係
　る協議について適用し、同日
　前に着手した建築等に係る協
　議については、なお従前の例
　による。
３　この規則の施行の際、現に
　存する特別特定建築物で、高
　齢者、障害者等の移動等の円
　滑化の促進に関する法律施行
　令（平成18年政令第379号）
　附則第４条各号に掲げる類
　似の用途相互間における用途
　の変更をするものについて
　は、新規則別表第３の規定は
　適用しない。
４　この規則の施行の際、この
　規則による改正前の練馬区福
　祉のまちづくり推進条例施行
　規則の様式による用紙で現に
　残存するものは、所要の修正
　を加えて、なお使用すること
　ができる。

付則（施行期日）
※令和８年１月１日改正

新設
１　この規則は、令和８年1月１
日から施行する。

付則（経過措置）
※令和８年１月１日改正

新設

２　この規則による改正後の練馬
区福祉のまちづくり推進条例施行
規則（以下「新規則」という。）
第９条、別表第３、第４号様式か
ら第９号様式までの規定は、この
規則の施行の日以後に着手する建
築等に係る協議について適用し、
同日前に着手した建築等に係る協
議については、なお従前の例によ
る。
３　この規則の施行の際、現に存
する特別特定建築物で、高齢者、
障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律施行令（平成18年政
令第379号）附則第４条各号に掲
げる類似の用途相互間における用
途の変更をするものについては、
新規則第９条、別表第３、第４号
様式から第９号様式の規定は適用
しない。
４　この規則の施行の際、この規
則による改正前の練馬区福祉のま
ちづくり推進条例施行規則の様式
による用紙で現に残存するもの
は、所要の修正を加えて、なお使
用することができる。



１建築物（共同住宅を除
く。）に関する整備基準

略 別紙のとおり

２建築物（共同住宅等）
に関する整備基準

略 別紙のとおり

３道路（特定道路を除
く。）に関する整備基準

略 別紙のとおり

６公共交通施設に関する
整備基準

略 別紙のとおり

別表第５

配置図における明示すべき事項
縮尺、方位、敷地の境界線、敷地
内における建築物の位置、協議に
係る建築物と他の建築物との別、
土地の高低、敷地に接する道路の
位置および幅員ならびに移動等円
滑化経路等および特定道路

配置図における明示すべき事項
縮尺、方位、敷地の境界線、敷地
内における建築物の位置、協議に
係る建築物と他の建築物との別、
土地の高低、敷地に接する道路の
位置および幅員ならびに移動等円
滑化経路等および特定経路

別表第３



条項 誤 正

第五条

（特別特定建築物）
第五条　法第二条第十九号の政令
で定める特定建築物は、次に掲げ
るものとする。
一　小学校、中学校、義務教育学
校若しくは中等教育学校(前期課
程に係るものに限る。)で公立の
もの（第二十三条及び第二十五条
第三項第一号において「公立小学
校等」という。）又は特別支援学
校

（特別特定建築物）
第五条　法第二条第十九号の政令
で定める特定建築物は、次に掲げ
るものとする。
一　小学校、中学校、義務教育学
校若しくは中等教育学校(前期課
程に係るものに限る。)で公立の
もの(第二十四条及び第二十六条
第三項第一号において「公立小学
校等」という。)又は特別支援学
校

第六条

（建築物特定施設）
第六条　法第二条第二十号の政令
で定める施設は、次に掲げるもの
とする。
一～六　（略）

（新設）

七～十　（略）

（建築物特定施設）
第六条　法第二条第二十号の政令
で定める施設は、次に掲げるもの
とする。
一～六　（略）

七　劇場、観覧場、映画館若しく
は演芸場又は集会場若しくは公会
堂(第十五条において「劇場等」
という。)の客席

八～十一　（略）

第七条

(都道府県知事が所管行政庁とな
る建築物)
第七条　（略）
２　法第二条第二十二号ただし書
の政令で定める建築物のうち建築
基準法第九十七条の三第一項又は
第二項の規定により建築主事又は
建築副主事を置く特別区の区域内
のものは、次に掲げる建築物（第
二号に掲げる建築物にあっては、
地方自治法（昭和二十二年法律第
六十七号）第二百五十二条の十七
の二第一項の規定により同号に規
定する処分に関する事務を特別区
が処理することとされた場合にお
ける当該建築物を除く。）とす
る。

一　延べ面積（建築基準法施行令
第二条第一項第四号の延べ面積を
いう。第二十六条において同
じ。）が一万平方メートルを超え
る建築物

二（略）

(都道府県知事が所管行政庁とな
る建築物)
第七条　（略）
２　法第二条第二十二号ただし書
の政令で定める建築物のうち建築
基準法第九十七条の三第一項又は
第二項の規定により建築主事又は
建築副主事を置く特別区の区域内
のものは、次に掲げる建築物(第
二号に掲げる建築物にあっては、
地方自治法(昭和二十二年法律第
六十七号)第二百五十二条の十七
の二第一項の規定により同号に規
定する処分に関する事務を特別区
が処理することとされた場合にお
ける当該建築物を除く。)とす
る。

一　延べ面積(建築基準法施行令
第二条第一項第四号の延べ面積を
いう。第二十七条において同
じ。)が一万平方メートルを超え
る建築物

二（略）

（４）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令



条項 誤 正

第十条

（建築物移動等円滑化基準）
第十条　法第十四条第一項の政令
で定める建築物特定施設の構造及
び配置に関する基準（次項に規定
する特別特定建築物に係るものを
除く。）は、次条から第二十四条
までに定めるところによる。

２　法第十四条第三項の規定によ
り地方公共団体が条例で同条第一
項の建築の規模を床面積の合計五
百平方メートル未満で定めた場合
における床面積の合計が五百平方
メートル未満の当該建築に係る特
別特定建築物（公衆便所を除き、
同条第三項の条例で定める特定建
築物を含む。第二十五条において
「条例対象小規模特別特定建築
物」という。）についての法第十
四条第一項の政令で定める建築物
特定施設の構造及び配置に関する
基準は、第十九条及び第二十五条
に定めるところによる。

(建築物移動等円滑化基準)
第十条　法第十四条第一項の政令
で定める建築物特定施設の構造及
び配置に関する基準(次項に規定
する特別特定建築物に係るものを
除く。)は、次条から第二十五条
までに定めるところによる。

２　法第十四条第三項の規定によ
り地方公共団体が条例で同条第一
項の建築の規模を床面積の合計五
百平方メートル未満で定めた場合
における床面積の合計が五百平方
メートル未満の当該建築に係る特
別特定建築物(公衆便所を除き、
同条第三項の条例で定める特定建
築物を含む。第二十六条において
「条例対象小規模特別特定建築
物」という。)についての法第十
四条第一項の政令で定める建築物
特定施設の構造及び配置に関する
基準は、第二十条及び第二十六条
に定めるところによる。

第十四条

（便所）
第十四条　不特定かつ多数の者が
利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する便所を設ける場
合には、そのうち一以上（男子用
及び女子用の区別があるときは、
それぞれ一以上）は、次に掲げる
ものでなければならない。

一　便所内に、車椅子を使用して
いる者（以下「車椅子使用者」と
いう。）が円滑に利用することが
できるものとして国土交通大臣が
定める構造の便房（以下「車椅子
使用者用便房」という。）を一以
上設けること。

二　便所内に、高齢者、障害者等
が円滑に利用することができる構
造の水洗器具を設けた便房を一以
上設けること。

（便所）
第十四条　不特定かつ多数の者が
利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する便所は、これら
の者が当該便所を利用する上で支
障がないものとして国土交通大臣
が定める配置の基準に従い、これ
らの者が利用する階(当該階にお
いてこれらの者が利用する部分の
床面積、当該部分の利用方法その
他の事情を勘案して国土交通大臣
が定める階を除く。)の階数に相
当する数(床面積が一万平方メー
トルを超える階がある場合あって
は、当該数に当該階の床面積に応
じて国土交通大臣が定める数を加
えた数)以上設けるものでなけれ
ばならない。

(一　削る）

(二　削る）



条項 誤 正

第十四条第２項

２　不特定かつ多数の者が利用
し、又は主として高齢者、障害者
等が利用する男子用小便器のある
便所を設ける場合には、そのうち
一以上に、床置式の小便器、壁掛
式の小便器（受け口の高さが三十
五センチメートル以下のものに限
る。）その他これらに類する小便
器を一以上設けなければならな
い。

２　前項の規定により便所を設け
る階においては、当該便所のうち
一以上(当該階の床面積が一万平
方メートルを超える場合にあって
は、当該床面積に応じて国土交通
大臣が定める数以上)に、車椅子
使用者用便房(車椅子を使用して
いる者(以下「車椅子使用者」と
いう。)が円滑に利用することが
できるものとして国土交通大臣が
定める構造の便房をいう。以下同
じ。)を一以上(当該車椅子使用者
用便房に男子用及び女子用の区別
を設ける場合にあっては、それぞ
れ一以上。以下この項において同
じ。)設けなければならない。た
だし、当該階が直接地上へ通ずる
出入口のある階(第十九条第一項
第一号及び第二項第五号イにおい
て「地上階」という。)であり、
かつ、車椅子使用者用便房を一以
上設ける施設が同一敷地内の当該
出入口に近接する位置にある場合
その他の車椅子使用者が車椅子使
用者用便房を利用する上で支障が
ないものとして国土交通大臣が定
める場合は、この限りでない。

第十四条第３項 新設

３　前項に定めるもののほか、第
一項の規定により設ける便所のう
ち一以上には、高齢者、障害者等
が円滑に利用することができる構
造の水洗器具を設けた便房を一以
上(当該便房に男子用及び女子用
の区別を設ける場合にあっては、
それぞれ一以上)設けなければな
らない。

第十四条第４項 新設

４　前二項に定めるもののほか、
第一項の規定により設ける便所で
あって男子用小便器を設けるもの
のうち一以上には、床置式の小便
器、壁掛式の小便器(受け口の高
さが三十五センチメートル以下の
ものに限る。)その他これらに類
する小便器を一以上設けなければ
ならない。



条項 誤 正

第十五条 新設

（劇場等の客席）
第十五条　劇場等の客席には、次
の各号に掲げる場合の区分に応
じ、当該各号に定める数以上の車
椅子使用者用部分(車椅子の転回
に支障がないことその他の車椅子
使用者が円滑に利用することがで
きるものとして国土交通大臣が定
める基準に適合する場所をいう。
第十九条第一項第一号において同
じ。)を設けなければならない。

一　当該客席に設ける座席の数が
四百以下の場合　二

二　当該客席に設ける座席の数が
四百を超える場合　当該座席の数
に二百分の一を乗じて得た数(そ
の数に一未満の端数があるとき
は、その端数を切り上げた数)

第十五条
第十六条

第十五条（略）
第十六条（略）

第十六条（略）
第十七条（略）



条項 誤 正

第十八条
（※旧 第十七条）

(駐車場)
第十七条　不特定かつ多数の者が
利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する駐車場を設ける
場合には、そのうち一以上に、車
椅子使用者が円滑に利用すること
ができる駐車施設（以下「車椅子
使用者用駐車施設」という。）を
一以上設けなければならない。

（一　新設）

（二　新設）

（駐車場）
第十八条　不特定かつ多数の者が
利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する駐車場には、次
の各号に掲げる場合の区分に応
じ、当該各号に定める数以上の車
椅子使用者用駐車施設(車椅子使
用者が円滑に利用することができ
る駐車施設をいう。以下同じ。)
を設けなければならない。ただ
し、当該駐車場が昇降機その他の
機械装置により自動車を駐車させ
る構造のものであり、かつ、その
出入口の部分に車椅子使用者が円
滑に自動車に乗降することが可能
な場所が一以上設けられている場
合その他の車椅子使用者が駐車場
を利用する上で支障がないものと
して国土交通大臣が定める場合
は、この限りでない。

一　当該駐車場に設ける駐車施設
の数(当該駐車場を二以上設ける
場合にあっては、当該駐車場に設
ける駐車施設の総数。以下この号
及び次号において同じ。)が二百
以下の場合 当該駐車施設の数に
百分の二を乗じて得た数(その数
に一未満の端数があるときは、そ
の端数を切り上げた数)

二　当該駐車場に設ける駐車施設
の数が二百を超える場合 当該駐
車施設の数に百分の一を乗じて得
た数(その数に一未満の端数があ
るときは、その端数を切り上げた
数)に二を加えた数



条項 誤 正

第二十条～第二十二条
(※旧 第十九条～第二十一条)

第十九条～第二十一条（略） 第二十条～第二十二条（略）

第十九条
（※旧 第十八条）

(移動等円滑化経路)
第十八条　次に掲げる場合には、
それぞれ当該各号に定める経路の
うち一以上（第四号に掲げる場合
にあっては、その全て）を、高齢
者、障害者等が円滑に利用できる
経路（以下この条及び第二十五条
第一項において「移動等円滑化経
路」という。）にしなければなら
ない。

一　建築物に、不特定かつ多数の
者が利用し、又は主として高齢
者、障害者等が利用する居室（以
下「利用居室」という。）を設け
る場合　道又は公園、広場その他
の空地（以下「道等」という。）
から当該利用居室までの経路（直
接地上へ通ずる出入口のある階
（以下この条において「地上階」
という。）又はその直上階若しく
は直下階のみに利用居室を設ける
場合にあっては、当該地上階とそ
の直上階又は直下階との間の上下
の移動に係る部分を除く。）

二　建築物又はその敷地に車椅子
使用者用便房（車椅子使用者用客
室に設けられるものを除く。以下
同じ。）を設ける場合　利用居室
（当該建築物に利用居室が設けら
れていないときは、道等。次号に
おいて同じ。）から当該車椅子使
用者用便房までの経路

三　建築物又はその敷地に車椅子
使用者用駐車施設を設ける場合
当該車椅子使用者用駐車施設から
利用居室までの経路

四　（略）

(移動等円滑化経路)
第十九条　次の各号に掲げる場合
には、当該各号に定める経路のう
ち一以上(第四号に掲げる場合に
あっては、その全て)を、高齢
者、障害者等が円滑に利用できる
経路(以下この条及び第二十六条
第一項において「移動等円滑化経
路」という。)にしなければなら
ない。

一　建築物に、不特定かつ多数の
者が利用し、又は主として高齢
者、障害者等が利用する居室(以
下「利用居室」という。)を設け
る場合 道又は公園、広場その他
の空地(以下「道等」という。)か
ら当該利用居室までの経路(当該
利用居室が第十五条の劇場等の客
席である場合にあっては当該客席
の出入口と車椅子使用者用部分と
の間の経路(以下この項及び第二
十三条において「車椅子使用者用
経路」という。)を含み、地上階
又はその直上階若しくは直下階の
みに利用居室を設ける場合にあっ
ては当該地上階とその直上階又は
直下階との間の上下の移動に係る
部分を除く。)

二　建築物又はその敷地に車椅子
使用者用便房(車椅子使用者用客
室に設けられるものを除く。以下
同じ。)を設ける場合 利用居室
(当該建築物に利用居室が設けら
れていないときは、道等。次号に
おいて同じ。)から当該車椅子使
用者用便房までの経路(当該利用
居室が第十五条の劇場等の客席で
ある場合にあっては、車椅子使用
者用経路を含む。)

三　建築物又はその敷地に車椅子
使用者用駐車施設を設ける場合
当該車椅子使用者用
駐車施設から利用居室までの経路
(当該利用居室が第十五条の劇場
等の客席である場合
にあっては、車椅子使用者用経路
を含む。)

四 （略）



条項 誤 正

第二十三条
（※旧 第二十二条）

(増築等に関する適用範囲)
第二十二条　建築物の増築又は改
築（用途の変更をして特別特定建
築物にすることを含む。第一号に
おいて「増築等」という。）をす
る場合には、第十一条から前条ま
での規定は、次に掲げる建築物の
部分に限り、適用する。

一　（略）

二　道等から前号に掲げる部分に
ある利用居室までの一以上の経路
を構成する出入口、廊下等、階
段、傾斜路、エレベーターその他
の昇降機及び敷地内の通路

三　（略）

四　第一号に掲げる部分にある利
用居室（当該部分に利用居室が設
けられていないときは、道等）か
ら車椅子使用者用便房（前号に掲
げる便所に設けられるものに限
る。）までの一以上の経路を構成
する出入口、廊下等、階段、傾斜
路、エレベーターその他の昇降機
及び敷地内の通路

五　（略）

六　車椅子使用者用駐車施設（前
号に掲げる駐車場に設けられるも
のに限る。）から第一号に掲げる
部分にある利用居室（当該部分に
利用居室が設けられていないとき
は、道等）までの一以上の経路を
構成する出入口、廊下等、階段、
傾斜路、エレベーターその他の昇
降機及び敷地内の通路

(増築等に関する適用範囲)
第二十三条　建築物の増築又は改
築(用途の変更をして特別特定建
築物にすることを含む。第一号に
おいて「増築等」という。)をす
る場合には、第十一条から前条ま
での規定は、次に掲げる建築物の
部分(第二号、第四号又は第六号
の経路が二以上ある場合にあって
は、いずれか一の経路に係る部
分)に限り、適用する。

一　（略）

二　道等から前号に掲げる部分に
ある利用居室までの経路(当該利
用居室が第十五条の劇場等の客席
である場合にあっては、車椅子使
用者用経路を含む。)を構成する
出入口、廊下等、階段、傾斜路、
エレベーターその他の昇降機及び
敷地内の通路

三 （略）

四　第一号に掲げる部分にある利
用居室(当該部分に利用居室が設
けられていないときは、道等)か
ら車椅子使用者用便房(前号に掲
げる便所に設けられるものに限
る。)までの経路(当該利用居室が
第十五条の劇場等の客席である場
合にあっては、車椅子使用者用経
路を含む。)を構成する出入口、
廊下等、階段、傾斜路、エレベー
ターその他の昇降機及び敷地内の
通路

五 （略）

六　車椅子使用者用駐車施設(前
号に掲げる駐車場に設けられるも
のに限る。)から第一号に掲げる
部分にある利用居室(当該部分に
利用居室が設けられていないとき
は、道等)までの経路(当該利用居
室が第十五条の劇場等の客席であ
る場合にあっては、車椅子使用者
用経路を含む。)を構成する出入
口、廊下等、階段、傾斜路、エレ
ベーターその他の昇降機及び敷地
内の通路



条項 誤 正

第二十四条
（※旧 第二十三条）

(公立小学校等に関する読替え)
第二十三条　公立小学校等につい
ての第十一条から第十四条まで、
第十六条、第十七条第一項、第十
八条第一項及び前条の規定（次条
において「読替え対象規定」とい
う。）の適用については、これら
の規定中「不特定かつ多数の者が
利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する」とあるのは
「多数の者が利用する」と、前条
中「特別特定建築物」とあるのは
「第五条第一号に規定する公立小
学校等」とする。

(公立小学校等に関する読替え)
第二十四条　公立小学校等につい
ての第十一条から第十三条まで、
第十四条第一項、第十七条、第十
八条第一項、第十九条第一項及び
前条の規定(次条において「読替
え対象規定」という。)の適用に
ついては、これらの規定中「不特
定かつ多数の者が利用し、又は主
として高齢者、障害者等が利用す
る」とあるのは「多数の者が利用
する」と、前条中「特別特定建築
物」とあるのは「第五条第一号に
規定する公立小学校等」とする。

第二十五条
（※旧 第二十四条）

(条例で定める特定建築物に関す
る読替え)
第二十四条　法第十四条第三項の
規定により特別特定建築物に条例
で定める特定建築物を追加した場
合における読替え対象規定の適用
については、読替え対象規定中
「不特定かつ多数の者が利用し、
又は主として高齢者、障害者等が
利用する」とあるのは「多数の者
が利用する」と、第二十二条中
「特別特定建築物」とあるのは
「法第十四条第三項の条例で定め
る特定建築物」とする。

(条例で定める特定建築物に関す
る読替え)
第二十五条　法第十四条第三項の
規定により特別特定建築物に条例
で定める特定建築物を追加した場
合における読替え対象規定の適用
については、読替え対象規定中
「不特定かつ多数の者が利用し、
又は主として高齢者、障害者等が
利用する」とあるのは「多数の者
が利用する」と、第二十三条中
「特別特定建築物」とあるのは
「法第十四条第三項の条例で定め
る特定建築物」とする。



条項 誤 正

第二十七条～第三十二条
（※旧 第二十六条～第三十一条）

第二十六条～第三十一条（略） 第二十七条～第三十二条（略）

第二十六条
（※旧 第二十五条）

（条例対象小規模特別特定建築物
の建築物移動等円滑化基準）
第二十五条　条例対象小規模特別
特定建築物の移動等円滑化経路に
ついては、第十八条の規定を準用
する。この場合において、同条第
一項中「次に」とあるのは「第一
号又は第四号に」と、同条第二項
第三号中「第十一条の規定による
ほか、」とあるのは「第十一条各
号及び」と、同号イ及び第七号イ
中「百二十センチメートル」とあ
り、同項第四号イ中「階段に代わ
るものにあっては百二十センチ
メートル以上、階段に併設するも
のにあっては九十センチメート
ル」とあり、並びに同項第七号ニ
（１）中「段に代わるものにあっ
ては百二十センチメートル以上、
段に併設するものにあっては九十
センチメートル」とあるのは「九
十センチメートル」と、同項第四
号中「第十三条の規定によるほ
か、」とあるのは「第十三条各号
及び」と、同項第七号中「第十六
条の規定によるほか、」とあるの
は「第十六条各号及び」と読み替
えるものとする。

(条例対象小規模特別特定建築物
の建築物移動等円滑化基準)
第二十六条　条例対象小規模特別
特定建築物の移動等円滑化経路に
ついては、第十九条の規定を準用
する。この場合において、同条第
一項中「次の各号に」とあるのは
「第一号又は第四号に」と、同項
第一号中「経路(当該利用居室が
第十五条の劇場等の客席である場
合にあっては当該客席の出入口と
車椅子使用者用部分との間の経路
(以下この項及び第二十三条にお
いて「車椅子使用者用経路」とい
う。)を含み、」とあるのは「経
路(」と、同条第二項第三号中
「第十一条の規定によるほか、」
とあるのは「第十一条各号及び」
と、同号イ及び第七号イ中「百二
十センチメートル」とあり、同項
第四号イ中「階段に代わるものに
あっては百二十センチメートル以
上、階段に併設するものにあって
は九十センチメートル」とあり、
並びに同項第七号ニ(1)中「段に
代わるものにあっては百二十セン
チメートル以上、段に併設するも
のにあっては九十センチメート
ル」とあるのは「九十センチメー
トル」と、同項第四号中「第十三
条の規定によるほか、」とあるの
は「第十三条各号及び」と、同項
第七号中「第十七条の規定による
ほか、」とあるのは「第十七条各
号及び」と読み替えるものとす
る。


